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１．現状と課題の把握について 

（１）保健所政令市移行を検討するに至った経緯 

令和２年４月、本市で初めて高齢者施設において新型コロナウイルス感染症患者が

確認され、同時に集団感染が発生しました。これ以降、健康づくり課を中心に、感染拡

大を抑制するべく様々な対応を行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症発生の

初期段階においては、同感染症陽性者に関する情報の不足と伝達の遅れ、そしてそれに

伴う当該陽性者への対処の遅れ、といった課題が指摘されるようになりました。具体的

には、施設等で集団感染が発生した際に、情報伝達に時間がかかることにより、初動が

遅れ、感染範囲の特定や接触者の追跡が困難となったケースや、外国籍市民など、生活

習慣の違いや言葉の壁により、日本人と異なる対応が必要となるところ、対象者の把握

に時間がかかり、対処に遅れが生じたケースなどが挙げられます。 

   そこで、令和２年５月には群馬県と「新型コロナウイルス感染症陽性患者に関する個

人情報の提供及び保護に関する覚書」を締結し、円滑な情報提供を通じて適時的かつ柔

軟な対応に努めましたが、結果的には情報連携には限界が見られました。 

今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大で明らかになったように、パンデミッ

ク発生などの緊急事態、特に、住民の生命に関わる場合には、確かな情報に基づき、迅

速かつ適切な対応を行うことが感染拡大の防止に必要不可欠であり、保健所と地元自

治体との連携が求められます。この連携のためには、情報の同時共有が必須条件と言え

ることから、前橋市や高崎市と同様に本市が保健所を所管することの必要性を感じる

ようになり、今回、保健所政令市への移行について検討を行うこととなりました。 

       

（２）国の動向 

地域保健法では、地域保健対策基本指針を国が策定することになっており、その中で、

保健所の整備及び運営に関する基本事項をはじめ、保健所設置の人口要件が定められ

ています。 

   平成２７年４月には、改正地方自治法が施行され、中核市の指定要件が、人口３０万

人以上から人口２０万人以上に緩和されたことに伴い、保健所政令市の人口要件も見

直されました。地域保健対策の推進に関する基本的な指針中の「保健所及び市町村保健

センターの整備及び運営に関する基本的事項」として、「保健所の設置及び運営を円滑

に遂行できる人口規模を備えた市が保健サービスを一元的に実施することは望ましい」

とされていることから、保健所政令市の人口要件も「人口３０万人以上」から「人口  

２０万人以上」に緩和されました。 

  

（３）県内の動向 

現在、群馬県内には、県が設置する保健福祉事務所が１０か所あり、衛生、保健、医

療、福祉サービスを総合的に支援しています。 
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また、中核市に移行したことに伴い保健所設置市となった、前橋市（平成２１年に移

行）及び高崎市（平成２３年に移行）は、それぞれ単独で保健所を設置しています。 

伊勢崎市は、玉村町とともに県の伊勢崎保健福祉事務所の所管になっていることか

ら、本市が保健所政令市に移行する場合、玉村町の取り扱いによっては、人的また財政

的に大きな影響を受けるため、この点についても十分な検討と調整が必要となります。 

 

（４）保健所を設置している自治体の状況 

令和４年４月１日現在、保健所を設置する自治体の内訳は以下のようになっていま

す。 

区分 自治体数 保健所数 備考 

都道府県 ４７ ３５２  

指定都市 ２０ ２６ 福岡市のみ複数（７か所）設置 

中核市 ６２ ６２  

２３特別区 ２３ ２３  

保健所政令市 ５ ５ 

小樽市（昭和２３年度） 

藤沢市（平成１８年度） 

四日市市（平成２０年度） 

町田市（平成２３年度） 

茅ヶ崎市（平成２９年度） 

合計 １５７ ４６８  

（全国保健所長会ＨＰ 保健所数の推移（平成元年～令和４年）より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】保健所の設置について 

〇地域保健法 

第五条 保健所は、都道府県、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第

二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項

の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 

〇地域保健法施行令 

第一条 地域保健法（以下「法」という。）第五条第一項の政令で定める市

は、次のとおりとする。 

一 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一

項の指定都市 

二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市 

三 小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市及び四日市市 
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地域保健法施行令第一条第三号については、かつては、工業都市などで公害や労働災

害が深刻化し、よりきめ細やかな対応が必要となったために指定されるケースが主で

したが、近年では、人口増や住民サービス向上を理由として指定されるケースが主とな

っています。 

なお、現在指定されている保健所政令市５市のうち小樽市保健所は、他４市と歴史的

背景が異なり、第二次世界大戦後、ＧＨＱの「保健所の拡充強化に関する覚書」の趣旨

に沿って行われた保健所法の全面的な改正に伴う施行令の改正によって、人口１５万

人以上の市を保健所政令市とした際に指定された市の１つであり、現在、人口２０万人

以下の市で保健所を持つ唯一の市となっています。 

このことから、本市が保健所政令市への移行の是非を検討するにあたっては、指定時

の人口要件が異なる小樽市を除く、保健所政令市４市（藤沢市、四日市市、町田市、茅

ヶ崎市）及び県内中核市２市（前橋市、高崎市）を参考とすることとしました。 

また、小樽市と同様に人口１５万人以上の市として保健所政令市に指定された大牟

田市が、将来的な市民の健康危機管理機能を担保するため、国に対し、市から県への保

健所の設置主体の変更を申し入れ、令和元年度末で保健所政令市の指定が解除された

ことから、大牟田市の状況についても参考とすることとしました。 

 

 （５）他の保健所設置自治体との比較 

   ① 人口規模  

                                   （単位：人） 

   平成２７年 令和２年 令和７年 令和１２年 

伊勢崎市 208,814 211,850 209,680 208,461 

藤沢市 423,894 436,905 441,131 444,068 

四日市市 311,031 305,424 308,479 303,910 

町田市 432,348 431,079 429,351 421,518 

茅ヶ崎市 239,348 242,389 243,188 242,033 

前橋市 336,154 332,149 推計なし 推計なし 

高崎市 370,884 372,973 363,297 355,869 

   ※平成２７年（２０１５年）及び令和２年（２０２０年）は国勢調査人口。 

   ※令和７年(２０２５年)及び令和１２年（２０３０年）は推計人口。 

 

    

 

 

 

 

【参考】 （単位：人）

   平成２７年 令和２年 令和７年 令和１２年 

小樽市 121,924 111,299 100,857 91,184 

大牟田市 117,360 111,281 104,700 99,211 
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   ② 財政規模（予算規模、財政力指数、経常収支比率等） 

 当初予算額（千円） 財政力指数 経常収支比率 

伊勢崎市 77,770,000  0.84 87.8 

藤沢市 161,366,000  1.06 92.7 

四日市市 130,920,000  1.21 78.2 

町田市 157,365,190  0.95 86.7 

茅ヶ崎市 76,550,000  0.94 95.9 

前橋市 153,026,442  0.80 89.3 

高崎市 164,020,000  0.85 90.8 

※当初予算額は、令和４年度一般会計当初予算額。 

※財政力指数…地方交付税の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額

で除して得た数値の、過去３か年間の平均値をいい、地方公共団体の

財政力を示す指数として用いられる。財政力指数が１を超える場合、

その地方公共団体は普通交付税の不交付団体となり、標準的な水準

を超えた行政を行うことが可能となる。普通交付税の交付団体でも、

財政力指数が１に近い団体ほど、財源に余裕があるということがで

きる。 

   ※経常収支比率…人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、普

通交付税などの経常一般財源収入がどの程度充当されているかをみ

ることにより、当該団体の財政構造の弾力性を測定する指標として

使われる。比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】大牟田市の財政規模の推移

   当初予算額（千円） 財政力指数 経常収支比率 

平成３０年度 54,480,000  0.53 93.9 

令和２年度 55,450,000  0.54 93.9 

令和４年度 59,900,000  0.53 － 

※平成３０年度…「保健所の設置主体の変更等に係る基本方針」を策定した年度 

※令和２年度…保健所政令市の指定が解除された年度（令和元年度）の翌年度
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   ③ 組織規模（令和４年４月１日現在、一般行政部門に所属する職員数） 

（単位：人） 

 職員数 
うち数 

保健所 保健センター 計 

伊勢崎市 904   56  56  

藤沢市 1,933  88  59  147  

四日市市 1,420  64  2  66  

町田市 1,769  140  0  140  

茅ヶ崎市 1,060  106  0  106  

前橋市 1,541  117  0  117  

高崎市 1,669  113  25  138  

   ※一般行政部門とは、総務省「地方公共団体定員管理調査」第２表（部門別職員数）

の議会、総務・企画、税務、民生、衛生、労働、農林水産、商工、土木に該当する

部門とする。（別紙１参照） 

 

  【参考】伊勢崎市の一般行政部門に所属する職員の推移（定員管理調査より） 

                                   （単位：人） 

年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

職員数 929 929 925 917 916 

 

 

 

２．保健所政令市の業務 

 （１）保健所政令市の業務内容 

保健所は、地域保健法第６条に基づき、統計、食品衛生、環境衛生、医事・薬事、感

染症対策、難病対策、精神保健などに関して必要な事業を行うほか、同法第７条に基づ

き、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要な事業を行うことができるとされ

ています。 

 

【参考】地域保健法（抄） 

第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事

業を行う。 

一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 

二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 

三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 
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四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項 

五 医事及び薬事に関する事項 

六 保健師に関する事項 

七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項 

八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 

九 歯科保健に関する事項 

十 精神保健に関する事項 

十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必

要とする者の保健に関する事項 

十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項 

十三 衛生上の試験及び検査に関する事項 

十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 

第七条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図る

ため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。 

一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。 

二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。 

三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。 

四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検

査に関する施設を利用させること。 

 

なお、保健所政令市への移行に伴い、群馬県から移譲される事務等は、次の３つに分

類されると考えられます。 

〇法令に基づき、保健所を設置する市または保健所を設置する市の市長に権限が移譲

されるもの 

  例）と畜場の設置の許可等と畜場法に関する事務、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律に関する事務、毒物及び劇物取締法に関する事務等 

〇法令に基づき、保健所または保健所長に権限が移譲されるもの 

  例）老人福祉施設等に対する協力、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関

する事務等 

〇関係法令に基づく知事の権限に属する事務のうち、協議により伊勢崎市が処理する

こととなったもの（地方自治法第２５２条１７の２の規定による。） 

例）市内における住宅宿泊事業等関係行政事務の処理、公共浄化槽の設置計画等に

関する協議、浄化槽の法定検査等 
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 （２）組織体制 

伊勢崎市が保健所政令市に移行する場合、伊勢崎保健福祉事務所が所管する事務及

び、県庁健康福祉部の本課が所管する事務の一部が移管されることになります。保健所

内には、現在の伊勢崎保健福祉事務所の組織体制を参考に、総務部門、福祉部門、保健

衛生部門、生活衛生部門、食品衛生部門を設置することが考えられます。 

また、現行の健康づくり課および保健センターは保健所の組織に位置づけ、一体的な

業務を行うほか、狂犬病予防法及び動物愛護に関する業務や墓地・埋葬法に関する業務、

水道法及び小水道条例に関する業務等、生活衛生に関する業務の一部については環境

部を再編することも考えられます。（別紙２参照） 

 

  ＜事務分掌の例＞ 

部門 主な業務 

総務 

・庶務、財務に関すること 

・保健所事業の総括・企画・調整に関すること 

・地域保健医療体制整備に関すること 

・病院・診療所・助産所・施術所の許可・登録に関すること 

・医療関係従事者等の免許に関すること 

・保健衛生統計に関すること 

・医療人材確保に関すること 

福祉 

・障害福祉に関すること 

・介護保険・老人福祉に関すること 

・生活保護に関すること 

・母子及び寡婦福祉資金の貸付及び償還に関すること 

保健衛生 

・結核、感染症、エイズ対策、肝炎治療に関すること 

・健康増進・栄養指導に関すること 

・各種がん検診・がん対策に関すること 

・特定健診、特定保健指導、後期高齢者健診に関すること 

・栄養士・調理師免許に関すること 

・母子保健事業に関すること 

・成人・老人保健事業に関すること 

・難病に関すること 

・精神保健に関すること 

・保健師・助産師・看護師等の業務指導、学生実習等に関すること 

・歯科保健に関すること 
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生活衛生 

・食品衛生法・興行場法・旅館業法・公衆浴場法・理容師法・美容

師法・クリーニング業法（許認可、衛生監視・調査等）に関する

こと 

・薬事法・薬剤師法・毒物及び劇物取締法の施行に関すること 

・建物における衛生的環境の確保に関する法律に関すること 

・薬物乱用防止に関すること 

・動物愛護・犬猫の保護・収容等に関すること 

・産業廃棄物処理に関すること 

食品衛生 

・食品営業許可に関すること 

・食品衛生監視指導に関すること 

・食中毒・不良食品の調査・指導に関すること 

・食品表示の調査・指導に関すること 

・給食施設の管理・指導に関すること 

・と畜場及び食鳥処理場の監視指導に関すること 

・と畜場等の許認可に関すること 

・と畜検査及び食鳥検査関すること 

 

   さらに、現在計画が進んでいる（仮称）新保健センター・子育て世代包括支援センタ

ーは保健所機能を追加するには十分なスペースが確保できないことや、環境部が柴町

のリサイクルセンター２１にあることなど、「保健所」が複数の庁舎に分散することが

考えられることから、市民にとって混乱が生じないよう、どの庁舎でどの業務を行うか

の調整についても、十分な検証を行ったうえで組織体制を構築する必要があります。 

 

 

３．保健所の施設概要 

 （１）保健所の設置に必要な施設等 

   地域保健法施行令において、保健所は、地方の実情に応じ、衛生上必要な試験及び検

査の設備、エックス線装置その他保健所の業務を行うために必要な設備を備えなけれ

ばならないこととなっています。 

   ア）衛生検査業務を行う施設 

     食品衛生法に基づく食品衛生検査施設を設置するほか、食中毒、感染症の発生な

ど緊急時への対応に備えた検査機器の整備が必要です。 

     また、各種検査は、設備及び検査を取り巻く環境面の精度管理及び職員の技術水

準の確保が求められます。 
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 イ）犬の抑留等施設 

     狂犬病予防法により設置が義務付けられている、犬の収容施設及び、動物の愛護

及び管理に関する法律に基づく、犬、猫、負傷動物の収容施設の設置が必要です。

この収容施設は、鳴き声や臭気が周囲に影響を及ぼさないよう、防音や防臭の機能

と、十分な広さを備える必要があります。  

   ウ）その他必要な設備 

     市民の利便性を考慮するとともに、保健所業務を効率的かつ円滑に遂行できる

よう、事務室、会議室のほか、歯科指導や母子指導、健康指導といった様々な相談・

指導を行うための複数の相談室、理化学検査や細菌検査等の各種検査室、分析室、

薬品保管庫等が必要となります。 

      

保健所の設置にあたっては、これらの設備を備えるのに必要な広さに加え、十分な駐

車スペース等、保健所の業務を円滑に実施するためのスペースを確保する必要がある

ことから、業務内容や来庁者数を精査し、必要な面積を算出していく必要もあります。 

なお、高度で専門的な技術や機器を要する等の理由により、市での設備・業務体制の

整備が難しい項目については、県等の適切な機関に業務委託する等の対応を検討する

必要があります。他の保健所設置市においては、犬猫の収容や処分、食中毒や収去した

食品等の検査・分析等を都道府県の機関や公益財団法人等に委託している例がありま

す。（別紙３参照） 

 

  【参考】他市の保健所の施設概要（別紙４参照） 

   ・事務室、会議室、応接室、更衣室、書庫、倉庫等 

   ・予診室、測定室、診察室、エックス線撮影室、相談室（歯科相談、栄養相談、母子

相談、精神相談等） 

   ・検査室（理化学検査室、細菌検査室、病理検査室等）、検体保管室（冷蔵・冷凍室）、

洗浄滅菌室等 

   ・動物収容施設 

 

 （２）保健所の設置場所等 

   伊勢崎市が保健所を設置するとした場合、①現在の伊勢崎保健福祉事務所の土地・建

物を、県から譲渡または借用する、②市の既存施設を改修する、③新たに建設する、等

の方法が考えられます。 

①の場合、②、③と比較して、保健所開設にあたっての初期投資は低く抑えられます

が、現在の伊勢崎保健福祉事務所は昭和５４年に建設され、築４０年以上が経過してい

ることから、建物、設備ともに老朽化が進んでおり、近い将来、庁舎の建て替えや設備

の入れ替え等が必要となることが予想されます。また、大手町地内に建設予定の（仮称）
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新保健センター・子育て世代包括支援センターとは離れた立地となるため、市民の利便

性に欠けるところがあります。 

さらに、伊勢崎保健福祉事務所は、伊勢崎市のほかに玉村町も所管していることから、

玉村町の保健福祉行政を、引き続き伊勢崎保健福祉事務所で所管する場合には、①はそ

もそも不可または県との共用という可能性もあります。 

②、③の場合、（１）で検証した条件を満たす場所であることはもちろんですが、密

接な連携が必要な（仮称）新保健センター・子育て世代包括支援センターとのアクセス

状況が良いことも条件として挙げられます。また、市民の利便性の面から、公共交通機

関による来所のしやすさや駐車場の確保台数、周辺の交通状況についても確認が必要

です。さらに、保健所と（仮称）新保健センター・子育て世代包括支援センターとの機

能分担についても検討してく必要があります。 

なお、いずれの方法を選択するにしても、初期費用として相当額の費用が予想される

ことから、国・県の補助金等が活用できるかどうか等、どう財源を確保するかの検討が

必要です。（別紙５参照） 

 

 

４．保健所政令市移行に伴う職員体制 

（１）保健所に必要な職種 

保健所長は、地域保健法施行令第４条の規定により、原則として医師であることとさ

れています。 

また、同施行令第５条の規定では、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産

師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計

技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、保健所を設置する地方公共

団体の長が必要と認める職員を配置することとされています。 

 

【参考】保健所の業務に必要な職種 

  〇保健所長 

   ・資格：医師で、次のいずれかに該当する職員 

・３年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者 

・国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程を経た者 

・厚生労働大臣が前２つと同等以上の技術又は経験を有すると認めた者。 

ただし、医師を充てることが著しく困難な場合、一定の要件を満たす職員

を充てることができる。（２年以内に限る。） 

   ・主な業務：保健所管内の公衆衛生活動の基本方針の決定 

・設置根拠：地域保健法第１０条および同施行令第４条 
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〇食品衛生監視員  

  ・資格：・厚生労働大臣の登録を受けた養成施設で所定の課程を修了した者  

・医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 

・大学又は高等専門学校で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は 

農芸化学の課程を修めて卒業した者  

・栄養士で２年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有する者 

・主な業務：栄養の改善及び食品衛生に関する事項 

・レストラン、スーパー、精肉店・鮮魚店などの食品関係施設の営業許

可や衛生管理状況の監視指導 

・調理師、製菓衛生師免許申請の受付 

・食品に関する市民の方からの苦情、相談 

・抜き取り検査による違反食品の排除 

・営業者に対する衛生水準向上のための講習会 

・飲食に起因する危害の発生の防止 

・食中毒や食品による事故が発生した場合の、被害の拡大防止、原因

調査、事故の再発防止 

   ・設置根拠：食品衛生法第３０条および同施行令第９条 

 

〇栄養指導員 

   ・資格：医師又は管理栄養士 

   ・主な業務：栄養の改善及び食品衛生に関する事項 

・特定給食施設の栄養管理の実施に係る指導・助言  

・施設の立入検査  

・専門的な知識及び技術を必要とする栄養指導 

   ・設置根拠：健康増進法第１９条 

 

〇狂犬病予防員 

・資格：獣医師 

・主な業務：犬の抑留、捕獲、処分及び隔離等 

   ・設置根拠：狂犬病予防法第３条 
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〇環境衛生監視員 

   ・資格：・医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師  

・大学又は高等専門学校で医学、歯学、薬学、獣医学、水産学、農学、工学、

理学又は保健衛生学の課程を修めて卒業した者  

・国立保健医療科学院で環境衛生学科、衛生工学科、化学検査学科若しく

は細菌検査学科又はこれらに相当する課程を修了した者 

   ・主な業務：住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他環境衛生に関する事項 

・理容所、美容所、クリーニング所、興行場、旅館、公衆浴場、墓地の営

業に関する許可申請、届出の受付・相談  

・施設の構造設備基準に基づく検査、確認や空気環境、水質その他の維

持管理基準を満たすよう立入監視指導 

   ・設置根拠：厚生省通知 (S42.1.11 環衛第 7003 号)、理容師法、美容師法、興行場

法、旅館業法、 公衆浴場法、クリーニング業法、化製場等に関する法

律、建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

 

〇毒物劇物監視員 

   ・資格：薬事監視員 

   ・主な業務：医事及び薬事に関する事項 

・管内で製造、流通する毒物劇物の収去検査 

・毒物劇物関係事業者の営業の許認可、衛生監視及び指導  

・毒物劇物流出時の調査及び違反業者に対する行政処分 

・事業者や住民に対する毒物劇物に関する情報提供、教育、知識の普及 

   ・設置根拠：毒物及び劇物取締法第１７条 

 

〇薬事監視員 

  ・資格：・薬剤師、医師、歯科医師又は獣医師 

・大学又は高等専門学校で薬学、医学、歯学、獣医学、理学又は工学に関す

る専門課程を修了し、薬事監視について十分な知識経験を有する者 

・１年以上薬事に関する行政事務に従事した者で、薬事監視について十分

な知識経験を有する者 

・主な業務：医事及び薬事に関する事項 

・管内で製造、流通する医薬品等の収去検査 

・医薬品等関係事業者の営業の許認可、衛生監視及び指導 

・事業者や住民に対する医薬品等に関する情報提供、教育、知識の普及 

・医薬品等に関する苦情対応及び調査 

   ・設置根拠：薬事法第７６条の３および同施行令第 ６８条 
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〇医療監視員 

・資格：なし（医療に関する法規及び病院、診療所又は助産所の管理について相当の

知識を有する者） 

・主な業務：・保健師に関する事項 

・公共医療事業の向上及び増進に関する事項 

・母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 

・病院、診療所又は助産所の報告の徴収及び立入検査や指導 

   ・設置根拠：医療法第２６条および同施行規則第４１ 条 

     

〇精神保健福祉相談員 

   ・資格：・精神保健福祉士 

・大学で社会福祉に関する科目又は心理の課程を修めて卒業した者で、精

神保健及び精障害者の福祉に関する知識、経験を有する者  

・医師・厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師で、精神及

び障害者の福祉に関する経験を有する者  

・上記に準ずる者で、必要な知識、経験を有する者 

   ・主な業務：精神保健に関する事項 

・精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談 

・精神障害者及びその家族等の訪問指導 

   ・設置根拠：精神保健及び精神障害者福祉に関する法 律第４８条および同法施行令

第１２条 
 

〇家庭用品衛生監視員 

   ・資格：・食品衛生監視員 

・薬事監視員  

・医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師  

・大学又は高等専門学校で医学、歯学、薬学、獣医学、農学、水産学、理学、

工学、保健学、衛生学又は家政学の課程を修めて卒業をした者  

・厚生労働大臣の指定した家庭用品衛生監視員の養成施設で、所定の課程

を修了した者 

   ・主な業務：その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 

・健康被害を生ずる恐れがあるとして法律で指定された物質を含む家

庭用品についての試買検査、製造、販売業者への立入検査、相談業務 

   ・設置根拠：有害物質を含有する家庭用品の規制に関 する法律第７条および同施行

規則第３条 
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（２）職員体制の整備 

①職員の確保 

保健所政令市への移行にあたっては、現在の伊勢崎保健福祉事務所で行ってい

る保健所業務に加えて、県の本課で行っている業務の一部が移管されることにな

ります。これらを行うための必要人員数について、総務省の定員管理調査に基づく

診断表を用いて自治体規模等から標準的な人員数を算出すると、公衆衛生や環境

衛生、医事・薬事等に関する事務を行う衛生一般部門に２９人、保健所と保健セン

ターの一体的な組織体制を想定して保健所に６２人、食鳥検査等を行うと畜検査

部門に８人の計９９人となります。これを移行後の必要人員とすると、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大以前の平成３１年４月１日時点の本市の職員数が、衛

生一般部門０人、保健センター等施設６１人（会計年度任用職員含む。）、保健所０

人、と畜検査部門０人の計６１人であることから、計３８人の増員が必要と見込ま

れます。 

 

【参考】総務省定員管理調査記入要領より抜粋 

衛
生
部
門 

衛生一般 

公衆衛生、環境衛生、医事・薬事等に関するもので、他

の衛生部門のいずれにも属さないもの、産業廃棄物に関

するもの。 

市町村保健

センター等

施設 

保健所以外の市町村保健センター・健康増進センター・

農村健診センター等の健康増進・検診施設、精神保健福

祉センター、精神障害者社会復帰施設（精神病院を除

く。）に勤務する職員。 

保健所 
保健所のうち、と畜検査、公害関係の課、係等に属する

職員を除く職員。 

と畜検査 
公営企業等会計に属するものを除き、保健所、食肉衛生

検査所等に勤務すると畜検査員及びと畜場関係職員 

 

なお、この増員人数はあくまで自治体規模等に基づく標準的な人員数から機械

的に算出したものであり、実際の保健所業務の移管に当たっては、県や庁内での調

整を進める中で詳細な検討を行い、現行の市の事務と重複するものの整理・統合等、

事務事業の体系を整理したうえで、会計年度任用職員等の配置や市全体での人員

調整を含め、必要な職員配置数を算定する必要があります。（別紙１、６参照） 

また、現在、伊勢崎保健福祉事務所が所管している玉村町の事務も併せて移管を

受ける場合には、玉村町内に食肉処理場があるため、と畜検査に係る獣医師や検査

設備等の整備が必要となる他、玉村町管内の生活保護法に基づく事務の移管を受

けることにより、事務の増加に伴うケースワーカーの増員等も必要となります。 
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②職員の研修 

     保健所政令市に移行すると、前述のとおり様々な職種の職員が必要となります

が、伊勢崎市の職員が経験のない業務も多いことから、保健所業務を担う職員の人

材育成が必要となります。そのため、県や中核市への派遣研修等、保健所政令市移

行前の短期・長期の職員研修について検討する必要があります。 

     さらに、医師をはじめとする専門職・技術職については、人事ローテーションの

職場が少ないことから、人員の確保とともに、外部機関の専門的な研修の受講等、

技術の継承方法についても工夫が必要です。実際に、保健所設置市に対して行った

アンケート調査では、専門職の人事異動の停滞や知識・技術の継承が課題として挙

げられています。また、そもそも医師や獣医師といった専門職の確保が難しいとい

う意見もありました。（別紙７参照）専門職の確保については、令和３年度に全国

保健所長会と連携して実施された県型保健所に対する調査 ※においても、県型保健

所の行政医師の離職率は５９．１％と高い状況であること（平成２９年における新

規大卒就職者の離職率は３２．８％）や、全体の８割以上の道府県が募集中の状況

であることが報告されています。本調査では、医師の確保策についても報告されて

おり、採用における工夫としては、大学等との連携や医師の交流会等への広報活動

等、離職予防の工夫としては、個別の事情を配慮した人事・異動・処遇対応や職種

としての孤立予防策、専門医資格の取得・維持への研修支援等が挙げられています。 

※令和３年度地域保健総合協力推進事業 全国保健所長会協力事業「公衆衛生

医師の確保と育成に関する調査および実践事業報告書」 

  日本公衆衛生協会 分担事業者 武智 浩之（群馬県利根沼田兼吾妻保健所） 

 

 

５．財政計画について 

 （１）歳入の見込み 

   保健所政令市に移行した場合、新たな歳入として、下記のようなものが見込まれます。

（別紙８参照） 

   ①手数料 

     環境衛生手数料や食品衛生業務手数料、免許交付手数料等の各種手数料収入が

見込まれます。 

   ②交付税措置 

保健所運営費は、地方交付税にて措置されます。伊勢崎市において、保健所を設

置した場合の普通交付税への影響額を、令和４年度の普通交付税の算定式を用い

て試算 ※すると、普通交付税は、３９０，５０３千円増額になると見込まれます。 

※令和４年度の基準財政需要額及び基準財政収入額が変動しないと仮定した場

合による試算 
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③県事務処理交付金

  地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、県の事務処理の特例

に関する条例により知事の権限に属する事務の一部を伊勢崎市が処理する場合、

市町村移譲事務交付金として県支出金を受けることが見込まれます。ただし、現在

すでに特例として伊勢崎市が処理している事務の中には、保健所設置に伴い法定

移譲事務に移行するものもあり、これらの事務は交付金の対象外となることから、

交付金については減額分についても確認する必要があります。前橋市の事務処理

件数等を参考に本市が移行した場合の県事務処理交付金を算出すると、  

３９０千円の減額が見込まれます。 

 保健所政令市に移行した場合の歳入を、感染症や公害等の発生に影響を及ぼすと考

えられる環境的要因の近い、前橋市及び高崎市の歳入を参考に算出しました。新型コロ

ナウイルス感染症の影響を除くため、感染拡大前の平成２９年度から平成３１年度の

３か年平均を用いることとし、人口割による市民１人あたりの歳入額から、本市の保健

所政令市移行後の歳入額を算出すると、手数料・国庫支出金等は、移行前が 

９９，５９５千円、移行後は２９２，０３５千円となり、１９２，４４０千円の増額と

なります。ここに、普通交付税の増額見込み額３９０，５０３千円、県事務処理交付金

の減額見込み額３９０千円を加えて、計５８２，５５３千円の増額が見込まれます。 

（２）歳出の見込み

保健所政令市に移行した場合、新たに下記のような歳出が見込まれます。（別紙８参

照） 

①事業費

  保健所政令市に移行することで、医事及び薬事に関する業務や難病等に関する

業務、生活衛生や食品衛生等に関する業務等、新たな業務を行うことになります。

また、母子保健や成人保健等、これまで県と市それぞれで行っていた業務について

は、市で一括して行うことになるため、業務の増加が見込まれます。 

  ②人件費 

  「４．保健所政令市移行に伴う職員体制」の（２）職員体制の整備で算出した通

り、増員人数を３８人とすると、増員分の人件費は２９３，３９４千円となります。 

③施設等の維持管理費

現在計画が進んでいる新保健センターは、保健所機能を追加するには十分なス

ペースが確保できないことから、新保健センターとは別に保健所機能を担う施設

が必要となります。そのため、新保健センターの維持に係る費用に加え、市保健所

及び犬猫の抑留施設の清掃や警備、消防設備保守等の各種委託料のほか、消耗品や

光熱水費、電話料といった施設の維持管理に係る費用が必要となります。また、保
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健所業務を行うための各種検査機器は、厳密な精度管理が求められることから、機

器保守等のメンテナンスに係る費用も必要です。 

 さらに、現在の伊勢崎保健福祉事務所の建物を県から有償で借り受けて利用す

ると仮定すると、土地・建物の賃料も必要となります。 

 人件費を除く事業費及び施設等の維持管理費について、保健所政令市に移行した場

合の歳出を、歳入と同様に、前橋市及び高崎市の平成２９年度から平成３１年度の  

３か年平均における市民１人あたりの歳出を用いて算出すると、保健所政令市移行前

の歳出合計は１，５７１，２０３千円、移行後の歳出は２，０８３，９２３千円となり、 

５１２，７２０千円の増額となります。ここに、人件費の増額見込み額 

２９３，３９４千円を加え、計８０６，１１４千円の増額が見込まれます。 

（３）差額 

（１）及び（２）から、歳入の増額見込み額は５８２，５５３千円なのに対し、歳出

の増額見込み額は８０６，１１４千円となり、差額は△２２３，５６１千円となりま

す。 これは、あくまで他市の決算額等を参考にした試算ではありますが、実際に歳

入・歳出に差額が生じた場合には、新たな歳入の確保や事業費の見直しといった、歳

入・歳出両面における財源確保策に努める必要があります。 

さらに、上記（２）で算出した経常経費とは別に、（仮称）新保健センター・子育て

世代包括支援センターの整備に係る市債の償還費用がかかる他、「３．保健所の施設概

要」で挙げた衛生検査業務を行う施設や犬の抑留等施設、保健所本体の整備といった初

期投資にも市債を活用した場合には、その償還費用も負担していくことになります。 

６．例規等の整備について 

  伊勢崎市の保健所政令市への移行に伴い、法律に基づき条例及び規則等の制定または

改正を行う必要があります。（別紙９参照） 

（１）保健所設置条例

地域保健法第５条第１項及び地方自治法第１５６条の規定により、行政機関として、

保健所の設置を条例で定めます。 

（２）附属機関設置条例及び各附属機関の規則

法律の規定により、附属機関の設置を条例で定める必要があることから、下記の附属

機関を設置する条例を定めるとともに、各附属機関の所掌事項、組織及び運営に関し必

要な事項を規則で定めることとなります。 
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   ①感染症審査協議会設置条例 

     感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第２４条の規定によ

り必置の附属機関です。 

保健所設置市の市長の諮問に応じ、同法第１８条第１項の規定による就業制限

および第２０条の規定による感染症指定医療機関への入院の勧告及び入院の期間

の延長、第３７条の２第１項の規定による結核患者等の医療費の申請に関する必

要な事項を審議することとなります。委員３人以上で組織することとされ、感染症

指定医療機関の医師、感染症の患者の医療費に関する学識経験を有する者、法律に

関する学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のうち

から保健所設置市の市長が任命します。 

   ②保健所運営協議会設置条例 

     地域保健法第１１条に規定する保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運

営に関する事項を審議するため、任意に設置できることとされています。 

     伊勢崎市が策定する様々な行政計画や各種施策との連携を図る観点から、設置

について検討する必要があります。 

   ③その他 

     上記以外に、現在、伊勢崎保健福祉事務所が所管している附属機関等として、以

下の機関があります。これらの機関について、伊勢崎市が保健所設置者として主体

を引き継ぐ場合には、条例・要綱等で設置を定める必要があります。 

・伊勢崎地域保健医療対策協議会 

・伊勢崎地域保健医療対策協議会地域医療構想部会 

・伊勢崎地域メディカルコントロール協議会 

・前橋・伊勢崎地域小児救急医療対策協議会 

・伊勢崎地域災害医療対策会議 

・伊勢崎地域災害医療対策会議災害訓練部会 

・伊勢崎・玉村自殺対策連絡会議 

・伊勢崎地区地域・職域連携推進協議会 

 

 （３）事務委任規則 

地域保健法第９条の規定により、保健所を設置する市の市長及び群馬県知事から保

健所長への事務委任に関する規則を定めます。 

 

 （４）手数料条例及び手数料条例施行規則 

保健所が担う様々な許認可等の事務や登録等の事務の執行に対し、手数料を徴収す

ることとなるため、地方自治法第２２７条及び第２２８条の規定により、伊勢崎市手数

料条例および伊勢崎市手数料条例施行規則等の改正が必要となります。 
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 （５）その他の条例、規則等 

個別の法律により、保健所を設置する市または市長が定めることとされている基準

等についてその施行に必要な条例、規則等を定めることとなります。 

 

 

７．県内保健所及び保健所政令市の状況について 

昨年９月、保健所政令市及び県内の中核市である前橋市と高崎市に保健所設置に関する

アンケート調査を実施しました。その結果を踏まえて以下の項目について、検討しました。

（別紙１０参照） 

 （１）保健所設置市に移行するメリット・デメリット 

   ①メリット 

    〇市民・事業者の視点から 

・県と市でそれぞれ所管する事務に関する窓口が市に一本化され、わかりやすく

質の高いサービスの提供が可能となる。 

     ・許認可等の申請について市が受付から審査、決定までの事務を完結できること

で時間の短縮が図れる。 

・市が申請等の一元的な窓口になることで、市が所有する住民基本台帳、所得や

税金等に関する情報との連携ができ、添付書類の省略が見込める。 

    〇市の視点から 

・市として保健衛生行政における拠点が整備され、行政機能を強化できる。 

・県と市でそれぞれ所管する事務に関する窓口を市に一本化でき、的確な情報の

把握と迅速な対応をはじめ、市民への説明など事務処理の効率化が可能とな

る。 

・保健所運営に当たって市が一貫した組織及び職員の体制づくりを行い、総合的

かつ効率的に事業展開できる。 

   ②デメリット 

    〇市民・事業者の視点から 

・移行に伴い施設設備の整備といった初期的経費とともに、後年度にわたり人件

費や事業費、施設の維持管理費が恒常的に必要となるため、間接的には他の市

民サービスが低下するなどの影響が懸念される。 

    〇市の視点から 

・新たに医師や獣医師、薬剤師等の専門職員を採用する必要があるため、人材の

確保と育成に課題を残す。 

     ・現有の県の保健福祉事務所施設を引き継ぐ形と、市として新たな施設を建設す

る場合とで改修や整備に要する費用に差があるものの、初期的経費に伴う財政
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負担の増加は免れない。 

     ・人件費、事業費及び施設の維持管理費といった経常的経費は、将来に向けて恒

常的に財政負担が増加する。 

    

＜参考＞保健所政令市を解除した大牟田市の状況 

令和２年度に保健所の設置主体を変更した大牟田市に対してもアンケート調査を

行いました。大牟田市の場合、保健所の設置主体が市から県に変更となったことで、

市内に保健所がなくなり、手続等のために近隣市の保健所まで行かなければならず、

「今まで近くでできていたことができなくなった」ということへの不便さを感じる

面がある一方、次のような回答から、設置主体変更の主な目的としていた、市民の健

康危機管理機能の維持や市民サービスの拡充が行われたことが伺えます。 

〇県に保健所の設置主体が変更になったことによる変化 

    ・市保健所のときよりも、食中毒の病因物質検査の検出項目数が増加し、原因不明

となる事案が減少した。 

・豪雨災害時に、被災直後から県保健所の応援を受けることができた。保健所政令

市のままであれば、保健師の避難所や地域への訪問活動の開始に日数を要し、被

災地域の全戸訪問等の保健活動実施は困難だったと思う。 

・保健事業に関して、県保健所管内の近隣市町との研修会や連携会議等の機会が増

え、情報共有がしやすくなった。 

・県内の情報を受け取れるようになり、本市の様々な保健活動のデータ比較がしや

すくなった。 

・県保健所により、難病患者、肝炎患者、小慢患者への保健相談事業実施が可能と

なった。 

 

（２）保健所政令市移行にあたっての課題について 

保健所政令市への移行にあたっては、法令の解釈の違いや、複数行政区に関わる業務

における認識の違いといった、自治体間の認識の差異から問題が生じることが予想さ

れます。これを防ぐためにも、共通認識の構築など調整を行い、市独自の特色を出す部

分と、広域で統一的な対応を行う部分との区別をつける必要があります。特に、公衆衛

生など広域で統一的な対応が必要となる部分については、県や近隣自治体と十分に情

報を共有した上で事業を展開し、市民の混乱を招かないよう、日頃から連携体制を作る

ことが重要です。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症への対応を経て、保健所を所管することへの新たな認識

（課題と対策等）について 

保健所設置市へのアンケート調査から、新型コロナウイルス感染症の発生により、大
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規模な感染症の発生等の健康危機が生じた場合、都道府県や政令指定都市が保健所を

有する場合と異なり、本庁機能と現場機能の双方を担わなければならず、職員の負担が

大きいことや、健康危機に対応するための衛生行政に関わる専門的な知識・技術を持っ

た人材の育成、人的・物的資源を調整・運用する体制づくり等が課題として見えてきた

ことがわかりました。 

この解決策として、保健所内の組織改正により本庁機能と現場機能を行う部署を分

ける案や、人員・施設ともに、平常時と非常時に分けて体制づくりを進める案が挙げら

れましたが、そもそも、獣医師や薬剤師等、保健所が有する専門職種の中には、業務が

保健所に限定されてしまうものもあり、従前から挙げられていた、昇給や年齢構成の調

整といった人事面での組織運営が大きな課題として残りました。 

 

８．新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた国の動向 

令和４年１２月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部

改正が行われ、都道府県と市町村の間の情報共有、健康観察等に係る一般市町村の長の協

力及び情報提供について、法律上明記されました。これにより、都道府県と市町村の間の

情報共有では、都道府県知事は、感染症が発生した市町村長に対して、発生の状況、動向

及び原因等、対策に必要な情報について、個人情報の保護に配慮して提供することができ

るようになりました。また、健康観察等に係る一般市町村の長の協力及び情報提供では、

都道府県知事は、市町村長に対して宿泊・自宅療養者等の健康観察等に関して協力を求め

ることができる一方、市町村長は、都道府県知事に対して当該患者情報等の提供を求める

ことができるようになりました。 

  さらに、総務省から、本改正等を踏まえて、保健所の恒常的な人員体制強化を図るため、

感染症対応業務に従事する保健師及び関係機関との調整や保健師等への業務支援を図る

ための保健所の事務職員等を増員することに対して、必要な地方財政措置を講じる旨が

示されました。 

  加えて、厚労省からは、新型コロナウイルス感染症対応での課題を踏まえ、今後の新興・

再興感染症への対応はもちろんのこと、災害等他分野も含めた健康危機全般について、こ

れらが複合的に発生した場合にも対応できる健康危機管理体制の構築に向け、国、都道府

県、保健所設置自治体、保健所それぞれの役割を明確にし、平時のうちから計画的に体制

整備を図るため、令和５年度以降の体制強化策についても示されました。 

 

 

９．保健所政令市移行までのスケジュール 

県内中核市である前橋市及び高崎市、最も新しい保健所政令市である茅ヶ崎市が、それぞ

れ中核市及び保健所政令市に移行した際のスケジュールを参考に、本年度、本市が保健所政

令市への移行を目指すことを決定し、県に対して正式にその旨を表明した場合のスケジュ
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ール案を作成すると、下記のとおりとなります。庁内のみならず、県や国との調整等も含め、

３年程度の期間が必要と見込まれます。 

＜保健所設置までの想定スケジュール案＞ 

令和５年３月 市として保健所政令市への移行を目指すことを決定し、公表 

       群馬県に対し、その旨、正式に表明 

令和５年度  保健所政令市への移行に関する群馬県・伊勢崎市連絡調整会議（仮称）を

設置 

市民説明会の開催・パブリックコメントの実施等、市民の声を聞く機会の

設定 

伊勢崎市保健所政令市移行基本計画の策定 

令和６年度  群馬県と「伊勢崎市の保健所政令市移行に関する覚書」を締結 

令和７年度  厚生労働省に協議資料を提出 

保健所政令市移行について閣議決定（政令改正） 

令和８年４月 保健所政令市に移行し、市保健所を開設 

 

 

１０．まとめ 

  ここまでの検証から、伊勢崎市が保健所政令市に移行した場合、メリットとして、母子

保健、育児相談、虐待関係等福祉部門と精神保健部門との連携など、保健衛生業務と他部

署との連携が容易になることや、市が一括して事業を行うことで、市民に分かりやすいサ

ービスが可能になること、新型コロナウイルス感染症のような健康危機等の緊急事案が

発生した際、専門技術職員が配置されていることから迅速な対応が可能になること等が

挙げられます。 

  一方、デメリットとしては、医師、保健師、薬剤師、獣医師、臨床検査技師等の専門技

術職員をはじめとした人材の確保や育成が困難なことや、業務が増加することに伴い財

政負担が増加すること、新型コロナウイルス感染症等の緊急事案が発生した際、全庁的な

対応が必要となることで、他部署も含め業務がひっ迫する可能性があること等が挙げら

れます。 

このように、保健所政令市を目指すことについては、保健衛生分野の事業において、市

民等の利便性の向上や市の裁量が増えるという利点がある一方、それに伴う人的・財政的

負担を負うという課題もあり、その中でも、専門人材の確保と育成をどのように行うかは

重要となります。 

また、保健所政令市移行の検討に当たっては、メリット・デメリット以外にも、費用対

効果に大きく影響すると考えられる、考慮すべき点があることが見えてきました。具体的

には、県による玉村町の取扱い、国の法改正に伴う県による保健所機能強化への取組、保

健所施設の在り方についてです。そのため、これらの点を県に確認し、本市への影響を十
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分に検証する必要があると考えます。 

さらに、上記の点を加味した上で、実際に移管される事務や、それに伴い必要となる職

員数、事業費及び施設の維持管理などの経常経費に加え、施設・設備の整備の必要性や移

行に伴う初期経費の算出も併せて行う必要があります。 

 

 

１１．結論 

保健所は、地域の公衆衛生の確保に関し中核的役割を果たす重要な機関であり、今回の

新型コロナウイルス感染症対策のように、市の総力を挙げて対応しなければならない事

態が生じた際には、できる限り情報と対応を一元化し、市民に対する保健サービスを一体

的に提供できる体制が望ましいと言えます。 

  このことからも、住民に最も身近な基礎自治体として、市が一元的に業務を行うことに

より、市民に分かりやすい地域保健サービスを提供することの意義は大きいと考えられ

ます。こうした見地から、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（平成６年厚生省

告示第３７４号）においても、「保健所の設置及び運営を円滑に遂行できる人口規模を備

えた市が保健サービスを一元的に実施することは望ましいことから、人口二十万以上の

市は、保健所政令市への移行を検討すること」とされています。 

一方で、本市においてはこれまで、県が所管する伊勢崎保健福祉事務所が、新型コロナ

ウイルス感染症等の健康危機への対応はもとより、地域の公衆衛生の確保のために大き

な役割を果たしており、県から市へ保健所機能を移行する場合には、現在、市民に提供さ

れている保健サービスに影響が出ることがないよう慎重に進める必要があります。 

また、市への保健所機能の移行に当たっては、特に専門職の確保の点で、移行当初は多

くの県職員の派遣をいただくなど、県から多大な支援、協力をいただくことが必要不可欠

であることから、実際にどれだけの人材の派遣をいただけるかといった点や、現在、伊勢

崎保健福祉事務所で所管している玉村町の事務の取り扱い、保健所施設の在り方等につ

いても、県との十分な協議、調整が重要となります。 

加えて、新型コロナウイルス感染症対応における課題を踏まえた国主導の体制強化策

が示されたことで、県がどのような保健所強化策を行うのか、また、本市が保健所政令市

に移行することにより、地域医療にどのような影響を及ぼすか等、さらなる検証が必要と

言えます。 

したがって、結論として、今後は検討を一歩進めて、市として保健所政令市への移行を

目指す旨を表明し、県との具体的かつ詳細な調整を行い、移行に伴う課題について、さら

に詳細な検証を進めるとともに、県との協議や国の動向等について調査・検討を深めてい

くことが適切であると考えます。 
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